
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

審
査
専
門
委
員
に
関
す
る
規
則

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
専
門
委
員
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
意
見
聴
取
の
方
法
）

第
一
条
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
又
は
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
専
門
委
員
の
意
見
聴
取
は
、
複
数
の
審
査
専
門
委
員
の
意
見
を
聴
く
こ
と

に
よ
り
行
う
。

（
確
認
に
係
る
意
見
聴
取
の
開
始
手
続
）

第
二
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
前
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
く
審
査
専
門
委
員
（
以
下
「
担
当
審
査
専
門
委
員
」
と
い
う
。
）
の
参
集
を
求
め
、
当

該
暴
力
団
が
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
を
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
並
び
に
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
暴
力
団
が
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
る
旨

を
証
す
る
書
類
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
及
び
法
第
六
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
調
書
の
写
し
を
示
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
担
当
審
査
専
門
委
員
の
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
提
出

の
た
め
必
要
な
調
査
又
は
審
議
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
説
明
要
求
等
）

第
三
条
　
担
当
審
査
専
門
委
員
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
提
出
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
庁
の
職
員
に
当
該
事
案
に
つ
い
て
必
要
な
説
明
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
の
提
出
の
方
法
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
担
当
審
査
専
門
委
員
の
意
見
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
意
見
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
度
の
意
見
聴
取
）

第
五
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
担
当
審
査
専
門
委
員
の
い
ず
れ
か
が
当
該
暴
力
団
が
法
第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
若
し
く
は
該
当
し
な
い
疑
い
が
あ
る
旨
又
は
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
旨
の
意
見
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
反
対
意
見
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
暴
力
団
が
法
第
三
条
第
一
号
又
は
第
四
条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
明

ら
か
に
し
た
書
面
を
示
し
て
再
度
担
当
審
査
専
門
委
員
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

一
　
反
対
意
見
の
概
要

二
　
反
対
意
見
に
対
す
る
国
家
公
安
委
員
会
の
意
見

（
意
見
聴
取
結
果
調
書
）

第
六
条
　
警
察
庁
長
官
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
聴
取
が
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
二
号
の
意
見
聴
取
結
果
調
書
を
作
成
し
、
国
家
公
安
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
意
見
聴
取
結
果
調
書
に
は
、
意
見
書
、
担
当
審
査
専
門
委
員
に
示
し
た
書
面
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
請
求
に
係
る
意
見
聴
取
）

第
七
条
　
審
査
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
が
法
第
三
条
第
一
号
又
は
第
四
条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
審
査
請
求
を
棄
却
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
国
家
公
安
委
員
会
が
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
審
査
専
門
委
員
の
意
見
聴
取
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
当
該
暴
力
団
が
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
を
し
よ
う

と
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
並
び
に
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
暴
力
団
が
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
る
旨
を
証
す
る
書
類
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
及
び
法
第
六
条
第
一
項
の
意
見
聴
取

調
書
の
写
し
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
請
求
を
棄
却
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
並
び
に
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
審
査
請
求
書
の
写
し
及
び
同
法
第
九
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
弁
明
書
の
写
し
」
と
、
第
五
条
中
「
当
該
暴
力
団
が
法
第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
若
し
く
は
該
当
し
な
い
疑
い
が
あ
る

旨
又
は
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
意
見
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
審
査
請
求
が
理
由
が
あ
る
旨
の
意
見
」
と
、
「
当
該
暴
力
団
が
法
第
三
条
第
一
号
又
は
第
四
条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
審
査
請
求
を
棄
却
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
意
見
聴
取
は
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
指
定
に
つ
い
て
意
見
を
聴
い
た
審
査
専
門
委
員
以
外
の
審
査
専
門
委
員
の
意
見
を
聴
く
こ
と
に
よ
り
行
う
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

別記様式第１号（第４条関係）

意 見 書

年 月 日

国家公安委員会 殿

氏名 印

意見提出依頼のあった案件について、私の意見は次のとおりです。

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付

すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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別
記
様
式
第
２
号
（
第
６
条
関
係
）

別記様式第２号（第６条関係）

第 号

意 見 聴 取 結 果 調 書

年 月 日

国家公安委員会 殿

警 察 庁 長 官

件 名 （ ）

参集日時 年 月 日

参集場所

担当審査専門委員氏名 参 集 意見書の受理年月日 説明要求等

出 欠 年 月 日 有 無

出 欠 年 月 日 有 無

出 欠 年 月 日 有 無

出 欠 年 月 日 有 無

出 欠 年 月 日 有 無

意見の概要

添 １

付 ２

書 ３

類 ４

目 ５

録 ６

備考

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付

すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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附
　
則
　
（
平
成
五
年
五
月
一
二
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
六
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
一
二
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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